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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の面側に電線の端部を収容する電線収容部が設けられたケース本体と、前記一方の
面を覆うカバーと、を有し、前記電線が前記一方の面と前記カバーとの間を配索される電
気接続箱において、
　前記カバーの縁部から前記一方の面側に噛み込み防止片が突設されており、
　前記ケース本体の周壁の内側に、前記噛み込み防止片を収容する収容空間が設けられ、
　前記噛み込み防止片の先端が前記収容空間内に挿入された後に前記カバーが前記ケース
本体に取り付けられる
　ことを特徴とする電気接続箱。
【請求項２】
　前記収容空間が、前記周壁の内面と他の一面とで構成される収容溝である
　ことを特徴とする請求項１に記載の電気接続箱。
【請求項３】
　前記電線収容部の挿入口と前記ケース本体における電線導出位置とを結んだ線分が、前
記ケース本体外部を経由し、
　前記線分の前記ケース本体外部に位置する部分近傍に、前記収容空間が設けられている
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の電気接続箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、電線収容部が設けられたケース本体と、該ケース本体に取り付けられるカバ
ーと、を有する電気接続箱に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　自動車用電気接続箱は、様々な構造のものがあるが、例えば、図３に示す電気接続箱３
０１ように、下面３０２ａ側に電線３０４の端部を収容する電線収容部３０５が設けられ
、上面３０２ｂ側にリレーやヒューズが取り付けられる部品装着部が設けられたケース本
体３０２と、下面３０２ａを覆うロアカバー３０３と、上面３０２ｂを覆うアッパカバー
（不図示）と、を有し、電線３０４が下面３０２ａとロアカバー３０３との間を配索され
る構造のものがある。
【０００３】
　上記ロアカバー３０３の周壁には、切り欠き部３３５が設けられており、上記ケース本
体３０２には、切り欠き部３３５内に位置付けられて、該切り欠き部３３５と共に電線導
出口を構成する切り欠き進入片３２５が設けられている。そして、各電線収容部３０５に
端部が収容された電線３０４は、下面３０２ａとロアカバー３０３との間を配索されて、
前記電線導出口から外部に導出される。
【０００４】
　このような電気接続箱３０１は、ロアカバー３０３をケース本体３０２に取り付ける際
に、ケース本体３０２とロアカバー３０３との間に電線３０４を噛み込んでしまうおそれ
があった。また、図３中、点線で囲んだＣ部は、ケース本体３０２が直角に曲がった箇所
であり、当該箇所は特に電線３０４の噛み込みが生じ易い箇所であった。
【０００５】
　上述した電線の噛み込みを防止するために、特許文献１においては、ロアカバーをケー
ス本体に取り付ける前に、アーチ状の電線収束部材を用いて電線をケース本体側に押さえ
付け、その状態でロアカバーをケース本体に取り付ける電線噛み込み防止構造が提案され
ている。
【０００６】
　また、上述した電線の噛み込みを防止するために、特許文献２においては、ケース本体
の両側部に電線の両側壁からのはみ出しを阻止する規制壁が突設された電線噛み込み防止
構造が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－２１１５２８号公報
【特許文献２】特開２００２－１７０２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の電線噛み込み防止構造においては、電線収束部材を
用いるので、部品点数が増加するという問題、そして、組み立て工数が増加するという問
題があった。また、特許文献２に記載の電線噛み込み防止構造においては、ケース本体側
に規制壁が突設されているので、ケース本体の電線収容部に電線を挿入する際に前記規制
壁が障害物となり、挿入作業がし難いという問題があった。
【０００９】
　したがって、本発明は、ケース本体の電線収容部に電線を挿入する作業がし易く、かつ
、部品点数を増やすことなく電線の噛み込みを防止することができる電気接続箱を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　上記目的を達成するために請求項１に記載された発明は、一方の面側に電線の端部を収
容する電線収容部が設けられたケース本体と、前記一方の面を覆うカバーと、を有し、前
記電線が前記一方の面と前記カバーとの間を配索される電気接続箱において、前記カバー
の縁部から前記一方の面側に噛み込み防止片が突設されており、前記ケース本体の周壁の
内側に、前記噛み込み防止片を収容する収容空間が設けられ、前記噛み込み防止片の先端
が前記収容空間内に挿入された後に前記カバーが前記ケース本体に取り付けられることを
特徴とする電気接続箱である。
【００１１】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された発明において、前記収容空間が、
前記周壁の内面と他の一面とで構成される収容溝であることを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項３に記載された発明は、請求項１又は請求項２に記載された発明において、前記
電線収容部の挿入口と前記ケース本体における電線導出位置とを結んだ線分が、前記ケー
ス本体外部を経由し、前記線分の前記ケース本体外部に位置する部分近傍に、前記収容空
間が設けられていることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載された発明によれば、前記カバーの縁部から前記一方の面側に噛み込み
防止片が突設されており、前記ケース本体の周壁の内側に、前記噛み込み防止片を収容す
る収容空間が設けられ、前記噛み込み防止片の先端が前記収容空間内に挿入された後に前
記カバーが前記ケース本体に取り付けられることから、ケース本体の電線収容部に電線を
挿入する際は、障害物がないので挿入作業がし易く、また、カバーをケース本体に取り付
ける際は、噛み込み防止片で電線を掻き分けながら取り付けることができ、さらに、該噛
み込み防止片がケース本体内の収容空間に収容されることにより、掻き分けられた電線が
ケース本体外にはみ出すことを確実に防止できる。よって、ケース本体の電線収容部に電
線を挿入する作業がし易く、かつ、部品点数を増やすことなく電線の噛み込みを防止する
ことができる電気接続箱を提供することができる。
【００１４】
　請求項２に記載された発明によれば、前記収容空間が、前記周壁の内面と他の一面とで
構成される収容溝であるので、噛み込み防止片の先端を収容溝内に挿入することによりケ
ース本体とカバーとの位置決めができ、噛み込み防止片をさらに収容溝の奥側に挿入する
ことで容易にカバーをケース本体に取り付けることができる。
【００１５】
　請求項３に記載された発明によれば、前記電線収容部の挿入口と前記ケース本体におけ
る電線導出位置とを結んだ線分が、前記ケース本体外部を経由し、前記線分の前記ケース
本体外部に位置する部分近傍に、前記収容空間が設けられているので、特に電線の噛み込
みが生じ易い箇所において、確実に電線の噛み込みを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態にかかる電気接続箱の分解図である。
【図２】図１に示されたケース本体の平面図である。
【図３】従来の電気接続箱の分解図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の一実施形態にかかる「電気接続箱」を図１～２を参照して説明する。また、「
電気接続箱」は、自動車に搭載されて、前記自動車に搭載された電子機器に対して電力供
給及び信号伝達を行うものである。また、本発明では、ジャンクションブロック（ジャン
クションボックスとも言う。）、ヒューズブロック（ヒューズボックスとも言う。）、リ
レーブロック（リレーボックスとも言う。）を総称して、以下電気接続箱と呼ぶ。
【００１８】
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　図１に示す電気接続箱１は、ケース本体２と、ケース本体２の下面２ａを覆うロアカバ
ー（請求項の「カバー」に相当する。）３と、ケース本体２の上面２ｂを覆うアッパカバ
ー（不図示）と、ケース本体２の上面２ｂ側に取り付けられるリレーやヒューズ等の電子
部品と、を有している。また、ケース本体２、ロアカバー３及びアッパカバーは、合成樹
脂で構成されている。
【００１９】
　上記ケース本体２は、Ｌ字の枠状に形成された周壁２１と、周壁２１の外表面に設けら
れた複数のロック部２４と、周壁２１の内側を仕切った隔壁２０と、周壁２１の内側かつ
上面２ｂ側に設けられた部品装着部と、周壁２１の内側かつ下面２ａ側、すなわち前記部
品装着部の反対側、に設けられた電線収容部５と、周壁２１の下面２ａ側の縁部２２から
突設された切り欠き進入片２５と、ケース本体２の周壁２１の内側に設けられた収容溝（
請求項の「収容空間」に相当する。）７と、を有している。
【００２０】
　上記ケース本体２の下面２ａとは、周壁２１のロアカバー３側の縁部２２で囲まれた面
を意味する。上記ケース本体２の上面２ｂとは、周壁２１のアッパカバー側の縁部で囲ま
れた面を意味する。また、ケース本体２の下面２ａ及び上面２ｂは、Ｌ字状に形成されて
いる。
【００２１】
　上記ロック部２４は、周壁２１のロアカバー３側の縁部２２近傍に設けられている。こ
のロック部２４には、ロアカバー３に設けられたロックアーム３４が係止する。
【００２２】
　上記部品装着部は、リレーやヒューズ等の電子部品が装着される部位である。上記電線
収容部５は、電線４の端部及び該端部に接続された端子を収容する部位である。また、電
線４の端部に接続された端子は、前記部品装着部に装着された電子部品の端子部と電気接
続される。また、端部が電線収容部５内に収容された電線４は、ケース本体２の下面２ａ
とロアカバー３との間を配索されて、後述する電線導出口から外部に導出される。
【００２３】
　上記切り欠き進入片２５は、ロアカバー３の周壁３１に設けられた切り欠き部３５内に
位置付けられて、該切り欠き部３５と共に上記電線導出口（請求項の「電線導出位置」に
相当する。）を構成する部位である。この切り欠き進入片２５は、ケース本体２の一端に
設けられている。
【００２４】
　上記収容溝７は、ロアカバー３の周壁３１の縁部３２から突設された噛み込み防止片６
を収容する溝である。この収容溝７は、Ｌ字状に形成されたケース本体２の屈曲部（図１
中、点線Ａで囲んだ部分である）に設けられており、該屈曲部に位置する周壁２１の内面
２１ａと、該周壁２１と対向する内壁２６の一面２６ａと、で構成されている。
【００２５】
　また、図２に示すように、ケース本体２の他端に位置する電線収容部５の挿入口と切り
欠き進入片２５、すなわち電線導出位置、とを結んだ線分Ｂは、ケース本体２の外部を経
由する。すなわち、前記ケース本体２の他端に位置する電線収容部５に端部が収容された
電線４は、切り欠き進入片２５側に直線的に配索すると、線分Ｂのように、ケース本体２
外にはみ出してしまう。このはみ出しにより生じる電線４の噛み込みを防止するため、本
電気接続箱１においては、線分Ｂのケース本体２外部に位置する部分近傍、すなわちケー
ス本体２の屈曲部近傍に収容溝７を設け、ロアカバー３側の屈曲部に対応する位置に噛み
込み防止片６を設けている。
【００２６】
　上記ロアカバー３は、ケース本体２の下面２ａと対向する底壁３０と、底壁の外縁から
立設した周壁３１と、周壁３１の外表面かつ縁部３２近傍に設けられた複数のロックアー
ム３４と、周壁３１の縁部３２から凹に当該周壁３１を切り欠いた切り欠き部３５と、周
壁３１の外表面かつ縁部３２近傍に全周に亘って（切り欠き部３５が設けられた部分は除
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く）設けられた環状凸部３３と、周壁３１の縁部３２からケース本体２の下面２ａ側に板
状に突設された噛み込み防止片６と、を有している。
【００２７】
　このようなロアカバー３は、ケース本体２の下面２ａに近付けると、まず、噛み込み防
止片６の先端が収容溝７内に挿入され、さらに近付けると、周壁３１の縁部３２がケース
本体２の周壁２１の内側に位置付けられると共に環状凸部３３が周壁２１の縁部２２に当
接する。また、環状凸部３３が縁部２２に当接するのと同時にロックアーム３４がロック
部２４に係止する。このようにしてロアカバー３はケース本体２に取り付けられる。また
、ロアカバー３がケース本体２に取り付けられることにより、切り欠き進入片２５が切り
欠き部３５内に位置付けられて、これら切り欠き進入片２５及び切り欠き部３５により電
線導出口が構成される。
【００２８】
　また、ロアカバー３をケース本体２に取り付ける際は、先に端子付きの電線４を電線収
容部５内に挿入し、この電線４を切り欠き進入片２５側に配索しておく。この電線挿入作
業は、電線収容部５の周りに障害物がないので容易に行うことができる。そして、噛み込
み防止片６で電線４をケース本体２の内側に掻き分けながら、該噛み込み防止片６の先端
を収容溝７内に挿入する。このように噛み込み防止片６の先端を収容溝７内に挿入するこ
とで、ケース本体２とロアカバー３との位置決めがなされ、各ロック部２４に各ロックア
ーム３４が対向する。そして、噛み込み防止片６をさらに収容溝７の奥側に挿入すること
により、各ロック部２４に各ロックアーム３４が係止して、ロアカバー３がケース本体２
に取り付けられる。
【００２９】
　上述したように、電気接続箱１によれば、噛み込み防止片６をケース本体２ではなくロ
アカバー３に設けたことにより、ケース本体２の電線収容部５に電線４を挿入する作業を
容易に行うことができる。また、噛み込み防止片６で電線４をケース本体２の内側に掻き
分けながら、電線４をケース本体２とロアカバー３との間に噛み込むことなく、容易にロ
アカバー３をケース本体２に取り付けることができる。さらに、噛み込み防止片６がケー
ス本体２内の収容溝７に収容されることにより、掻き分けられた電線４がケース本体２外
にはみ出すことを確実に防止できる。このように、電気接続箱１によれば、ケース本体２
の電線収容部５に電線４を挿入する作業を容易に行え、かつ、部品点数を増やすことなく
電線４の噛み込みを確実に防止することができる。
【００３０】
　また、本実施形態の電気接続箱１では、噛み込み防止片６を、ロアカバー３におけるケ
ース本体２の屈曲部に対応する位置に１つのみ設けているが、噛み込み防止片６は、該位
置に限らず、ロアカバー３の複数箇所に設けることができる。また、電線４がケース本体
２の上面２ｂとアッパカバーとの間を配索される場合は、噛み込み防止片６をアッパカバ
ー側に設ければ良い。
【００３１】
　なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【符号の説明】
【００３２】
　１　電気接続部
　２　ケース本体
　２ａ　下面
　３　ロアカバー（カバー）
　４　電線
　５　電線収容部
　６　噛み込み防止片
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　７　収容溝（収容空間）
　２１　周壁
　３２　縁部

【図１】 【図２】
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【図３】
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